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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第１四半期連結
累計期間

第13期
第１四半期連結

累計期間
第12期

会計期間
自　2019年10月１日
至　2019年12月31日

自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2019年10月１日
至　2020年９月30日

売上高 （百万円） 11,194 8,625 45,128

経常利益 （百万円） 3,804 1,739 11,790

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 2,699 1,249 7,977

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,890 1,335 8,461

純資産額 （百万円） 70,157 73,919 75,779

総資産額 （百万円） 77,217 79,554 85,833

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 21.17 9.77 62.45

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） 21.06 9.75 62.22

自己資本比率 （％） 90.9 92.9 88.3

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

　国内ゲームアプリ市場は安定成長を続けることが予想されており、「ファミ通ゲーム白書2020」によると、

2019年に１兆2,140億円まで成長した市場規模は、2021年には１兆2,720億円に達すると予測されております。ま

た、The Goldman Sachs Group, Inc.の調査によると、VRのハードウエア及びソフトウエアの世界市場規模は、

2025年までに590億ドルに達すると予測されております。

　このような環境の中、当社グループは、スマートフォン向けの既存ゲームについてはユーザとのエンゲージメ

ントを高めることを意識し、新規ゲームについてはその投入に向けて注力してまいりました。また、VR端末向け

コンテンツについても様々な開発実験を行ってまいりました。

　当第１四半期連結累計期間において、売上の多くを占めるスマートフォン向けゲームでは、他社IPタイトル

の「ドラゴンクエストウォーク（企画・制作：株式会社スクウェア・エニックス、開発：当社）」は周年施策

やTVアニメ「ドラゴンクエスト　ダイの大冒険」とのコラボイベント等を実施し、当社グループの連結業績に

貢献しました。また、自社IPタイトルの「白猫プロジェクト」においてはTVアニメ「この素晴らしい世界に祝

福を！」とのコラボイベントを実施するなど、主力タイトルが安定的に推移いたしました。

　なお、多くの国々で外出や稼働が制限されるなど、消費や企業の経済活動が停滞する状況が続いております

が、当社グループの新型コロナウイルス感染症による当第１四半期連結累計期間の業績への影響は限定的で

す。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,625百万円（前年同四半期比23.0％減）、営業利益は

1,375百万円（同64.4％減）、経常利益は1,739百万円（同54.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

1,249百万円（同53.7％減）となりました。

　なお、当社グループにおける報告セグメントはモバイルサービス事業のみであり、開示情報としての重要性

が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

②財政状態

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は66,290百万円（前連結会計年度末比7,889百万円減）となり

ました。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものであります。

　また、固定資産は13,263百万円（同1,609百万円増）となりました。これは主に、投資その他の資産が増加し

たことによるものであります。

　以上の結果、総資産は79,554百万円（同6,279百万円減）となりました。

 

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は5,107百万円（同4,414百万円減）となりました。これは主

に、未払法人税等が減少したことによるものであります。

　また、固定負債は526百万円（同5百万円減）となりました。これは主に、その他の固定負債が減少したことに

よるものであります。

　以上の結果、負債合計は5,634百万円（同4,419百万円減）となりました。

 

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は73,919百万円（同1,859百万円減）となりました。これは主

に、配当金の支払いに伴い利益剰余金が減少したことによるものであります。

 

（２）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
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（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財政上の課題について重

要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、1,002百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 450,000,000

計 450,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2021年２月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 129,612,036 129,766,034
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数は100株であります。

計 129,612,036 129,766,034 － －

（注）　提出日現在発行数には、2021年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年10月１日～

2020年12月31日

（注）１

4,500 129,612,036 0 6,536 0 6,533

　（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．2021年１月１日から2021年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が127,500株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ５百万円増加しております。

３．2021年１月15日を払込期日とする、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が

26,498株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13百万円増加しております。

　　　発行価格　　1,019円

　　　資本組入額　　510円

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をし

ております。

①【発行済株式】

    2020年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ 単元株式数は100株であります。
普通株式 1,778,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 127,774,300 1,277,743 同上

単元未満株式 普通株式 55,036 － －

発行済株式総数  129,607,536 － －

総株主の議決権  － 1,277,743 －

（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)

株式会社コロプラ
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 1,778,200 - 1,778,200 1.37

計 － 1,778,200 - 1,778,200 1.37

（注）上記自己保有株式には、単元未満株式59株は含まれておりません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020

年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2020年９月30日）
当第１四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 65,009 58,669

売掛金 6,977 4,629

たな卸資産 957 1,351

その他 1,298 1,701

貸倒引当金 △62 △61

流動資産合計 74,180 66,290

固定資産   

有形固定資産 679 629

無形固定資産 294 277

投資その他の資産 ※１ 10,679 ※１ 12,355

固定資産合計 11,653 13,263

資産合計 85,833 79,554

負債の部   

流動負債   

未払金 3,255 2,063

未払法人税等 3,273 362

その他 2,992 2,680

流動負債合計 9,521 5,107

固定負債   

資産除去債務 446 452

その他 85 74

固定負債合計 532 526

負債合計 10,053 5,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,536 6,536

資本剰余金 6,295 6,295

利益剰余金 67,185 65,239

自己株式 △4,645 △4,645

株主資本合計 75,373 73,427

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 404 489

その他の包括利益累計額合計 404 489

非支配株主持分 1 3

純資産合計 75,779 73,919

負債純資産合計 85,833 79,554
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第１四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日
　至　2019年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 11,194 8,625

売上原価 5,430 5,663

売上総利益 5,764 2,962

販売費及び一般管理費 1,901 1,586

営業利益 3,862 1,375

営業外収益   

為替差益 53 －

投資有価証券売却益 82 313

投資事業組合運用益 － 17

暗号資産評価益 3 270

雑収入 43 49

営業外収益合計 184 651

営業外費用   

為替差損 － 99

投資有価証券評価損 86 51

投資事業組合運用損 3 －

デリバティブ運用損 128 135

雑損失 23 0

営業外費用合計 242 287

経常利益 3,804 1,739

税金等調整前四半期純利益 3,804 1,739

法人税等 1,105 488

四半期純利益 2,699 1,251

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△0 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,699 1,249
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第１四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日
　至　2019年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 2,699 1,251

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 191 84

その他の包括利益合計 191 84

四半期包括利益 2,890 1,335

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,890 1,333

非支配株主に係る四半期包括利益 0 1
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　担保等に供している資産

　資金決済に関する法律に基づき、次のとおり供託しております。

 
前連結会計年度

（2020年９月30日）
当第１四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

投資その他の資産 473百万円 473百万円

 

２　偶発債務

　当社は、2017年12月22日付で特許権侵害に関する訴訟を提起され、2018年１月９日に訴状内容を確認いた

しました。

（１）訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

　任天堂株式会社（以下、「任天堂」といいます。）から2016年９月に、当社のゲームが任天堂保有の

特許権を侵害するとの指摘がありました。それ以来、１年以上にわたり時間をかけて真摯かつ丁寧に、

任天堂の特許権を侵害しないことを説明してまいりました。

　しかしながら、当社の考えが任天堂に受け入れられるには及ばず、訴訟を提起されるに至ったもので

す。

 

（２）訴訟を提起した者

　名称　任天堂株式会社

　所在地　京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１

　代表者　代表取締役社長　古川　俊太郎

 

（３）訴訟内容

①訴えの内容

　特許権侵害に基づく損害賠償請求

　特許権侵害に基づく弊社アプリ「白猫プロジェクト」の生産、使用、電気通信回線を通じた提供等の

差止請求等

②訴訟の目的物及び価額

　損害賠償請求：4,400百万円及び遅延損害金

　差止請求の対象アプリ：白猫プロジェクト

 

（４）今後の見通し

　当社は、当社のゲームが任天堂の特許権を侵害する事実は一切無いものと確信しており、その見解の

正当性を主張していく方針です。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりで

あります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2019年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日
至　2020年12月31日）

減価償却費 35百万円 132百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2019年10月１日　至2019年12月31日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年12月20日

定時株主総会 普通株式 2,167 17.00 2019年９月30日 2019年12月23日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2020年10月１日　至2020年12月31日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月18日

定時株主総会 普通株式 3,195 25.00 2020年９月30日 2020年12月21日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループにおける報告セグメントはモバイルサービス事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しい

ため、セグメント情報の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2019年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日
至　2020年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 21円17銭 9円77銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
2,699 1,249

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）
2,699 1,249

普通株式の期中平均株式数（株） 127,516,358 127,832,252

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 21円6銭 9円75銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 675,269 386,282

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社コロプラ(E27062)

四半期報告書

14/17



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月９日

株式会社コロプラ

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　トーマツ

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 勢　志　元　　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊　藤　裕　之　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社コロプ

ラの2020年10月１日から2021年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月

31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コロプラ及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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